
［住所変更があった方］ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ご不明な点がありましたら、選挙管理委員会へお問い合わせください。 

滑川市に転入

された人 

Ｑ．いつ、滑川市に転入の届
出をされましたか？ 

 
Ａ．令和４年 12月 30日以前 
Ｂ．令和４年 12月 31日以降 

滑川市で投票できます 

Ｑ．どこの市町村から
転入されましたか？ 

 
Ａ．富山県外  
Ｂ．富山県内 

今回の選挙は投票できません 

転入前の市町村の選挙人名簿に登録さ
れている人は、転入前の市町村で投票で
きます。 
（ただし、引き続き県内に住所を有する
旨の証明書又は確認が必要となります。） 

滑川市で転居

された人 

Ｑ．いつ、転居の届出をされま
したか？ 

 
Ａ．令和５年３月 14日以前 
Ｂ．令和５年３月 15日以降 

新住所の投票所で投票できます 

前住所の投票所で投票できます 

滑川市外へ 

転出された人 

Ｑ．どこの市町村へ転出され
ましたか？ 

 
Ａ．富山県外  
Ｂ．富山県内 

今回の選挙は投票できません 
ただし、４月１日以降に転出する人は、

転出する日までは、滑川市で期日前投票が
できます。 

令和４年 11月 30日以降に転出し、12
月 31日以降に新住所地へ転入届をされた
人は、滑川市の選挙人名簿に登録されて
いるので、滑川市で投票できます。 
（ただし、引き続き県内に住所を有する
旨の証明書又は確認が必要となります。） 
 

Ａ 

Ｂ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ｂ 

Ｂ 

Ｂ 

令和５年４月９日執行 

富山県議会議員選挙 


